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2020年診療報酬改定における、放射線治療に関する改定ポイントを提示します。 
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放射線治療管理料は、体外照射又は密封小線源治療に掲げる外部照射、腔内照射若しくは組
織内照射による治療を行うに際し、あらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画により、
放射線照射を行った場合に算定できます。 

線量分布図作成1回につき1回算定し、途中で治療計画の変更があった場合は、一連につき2回
まで算定できます。 
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高エネルギー放射線治療を行った場合は、それぞれの施設基準に適合した施設に限り、 
放射線治療専任加算、外来放射線治療加算が算定できます。 
 
放射線専任加算は高エネルギー放射線治療またはIMRTを行った場合 
放射線治療を専ら担当する医師及び診療放射線技師により、 
計画、照射中、照射後を含めた管理が行われた場合に一連で1回限り加算できます。 
 
外来放射線治療加算は 
悪性腫瘍の入院中の患者以外のとき、高エネルギー放射線治療又はIMRTを施行した場合 
他医療機関に入院中の患者のとき、IMRTを施行した場合 
患者1人1日につき1回かぎり加算できます。 
 
遠隔放射線治療計画加算は 
緊急時の放射線治療における業務の一部（照射計画の立案等）を、情報通信技術を用いたシス
テムを利用し、放射線治療実施施設とは異なる施設の医師等による支援を受けて実施した場合、
一連の治療につき1回に限り算定できます。 



2020年診療報酬改定においての遠隔放射線治療計画加算の施設基準を示します。 
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遠隔放射線治療計画加算の施設基準を示します。 
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夜間及び休日の読影体制の疑義解釈を示します。 
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放射線治療に関する、B：医学管理の点数を掲載します。 
外来放射線照射診療料は、5点増点され、297点となりました。 
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体外照射の治療料は照射法にかかわらず1回につき所定点数イを算定します。 

 

１日に複数部位の照射を行った場合は、２部位目に限り、ロが算定できます。 

また過分割照射のように 1日に同一部位に複数回照射する場合、 

2時間以上間隔があいている場合に限り1日に（イ）を2回算定できます。 

 

X線表在治療とは、管電圧10万Volt未満のX線による照射法をいいます。 

 

高エネルギー放射線治療は、 

直線加速装置またはマイクロトロン治療装置使用による100万Volt以上のX線 

または電子線照射を指します。 

 

高エネルギー放射線治療の場合、 

年間症例数が100例に満たない施設では, 所定点数の70/100に相当する点数に減額されます。 

 

Co60遠隔大量照射の項目は削除されました。 



9 

IMRTの1回戦量増加加算は画像誘導放射線治療加算（腫瘍の位置情報によるもの）を算定する
場合に限り算定できるとされました。 
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術中照射を行った場合は、患者1人につき1日に限り所定点数に5,000点が加算されます。 

 

また固定具は、 悪性腫瘍に対して行う際に身体を精密に固定するとき、 

患者1人につき1回にかぎり所定点数に1,000点が加算されます。 

 
画像誘導放射線治療加算は 
高エネルギー放射線治療のうち ４門以上の照射、運動照射、原体照射 またはIMRTを行った際 
毎回の照射時に、治療計画時と照射時の、照射中心位置の３次元的な空間的再現性が 5mm以
内であることを 
照射室内で、画像的に確認・記録して照射した場合、患者１人、１日 １回に限り加算できます。 
平成30年診療報酬において、位置情報別に算定できることになり、イ：乳房照射、ロ・ハ：高エネ
ルギー放射線治療のうち４門以上、運動照射又は原体照射、又はIMRTと定められました。 
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対外照射呼吸性移動対策加算加算は、 

呼吸による移動長が10㎜を超える悪性腫瘍（肺がん,食道がん,胃がん,肝がん,胆道がん,膵がん,
腎がん,副腎がん、深吸気位において心臓の線量低減が可能な左乳がん）に対し施行された場
合に算定できます。 

 

1回線量増加加算は、1回の線量が2.5Gy以上の前立腺照射をIMRTを行う場合であって、画像誘
導放射線治療加算の腫瘍の位置情報によるものを算定する場合に加算できます。 
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強度変調放射線治療IMRTは、多分割絞り（マルチリーフコリメータ）などをもちいて 

空間的又は時間的な放射線強度の調整を 同一部位に対する複数方向からの照射について行
うことで、三次元での線量分布を最適なものにする照射法をいいます。 

 

施設基準に適合したものとして届け出た施設に限られます。 



2020年診療報酬改定において、 

IMRTの常勤要件が見直しされ、 
常態として週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っており、勤務を行っている専任の非常勤医
師を２名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医
師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入すること
ができる。ただし、常勤換算し常勤医師数に算入することができるのは、常勤配置のうち１名（放
射線治療の経験を５年以上有する者１名を除く。）に限る。また、この場合には強度変調放射線
治療（ＩＭＲＴ）は年間50 例を限度として実施できるとされました。 

 
隔週勤務者は常勤換算の対象になりません。 



IMRT常勤換算に関する疑義解釈を掲載します。 
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定位放射線治療にはガンマナイフと直線加速器により行われる2種類があります。 

 

ガンマナイフによる定位放射線治療とは、 

半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、 

病巣部を照射する治療法を指します。 

 

ガンマナイフによるものは50,000点 直線加速器によるものは63,000点が算定できますが、数ヶ
月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数の算定は1回のみの
算定となります。 
定位型手術枠、又はこれと同等の固定精度を持つ固定装置を取り付ける際等の麻酔、位置決め
等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定の点数に含
まれ、別途算定はできません。 

 

直線加速器による放射線治療の定位放射線治療以外とは、緩和照射などで1回ないしは数回の
み照射する場合を指します。 



直線加速器による定位放射線治療とは、 

直線加速器により 極小照射野で 線量を集中的に照射する治療を指します。 

この場合、照射中心の固定精度が2mm以内のものをいうが、 

体幹部の場合は固定精度は5mm以内のものを指します。 

 

頭頸部の適応は、頭蓋内腫瘍及び脳動静脈奇形を含みます。 

 

体幹部の適応は、 

原発巣が径5cm以内であって、 

転移病巣のない原発性肺癌、原発性肝癌、は原発性腎癌 
３個以内で他病巣のない転移性肺癌、転移性肝癌 

転移病巣のない限局性の前立腺癌 

および脊髄動静脈奇形です。 

 
転移病巣のない膵癌 
直径5cm以下の転移性脊椎腫瘍 
5個以内のオリゴ転移 

が適応追加となりました。 

 

 

基準に適合した施設のみ算定できます。 
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呼吸性移動対策加算の内容を示します。 
定位放射線治療呼吸性移動対策加算の「その他」の具体的な手法とは、同期法、息止法、４DCT
法などがあります。 
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具体例を挙げて見ます。 

高エネルギー放射線にて早期喉頭声門癌の体外照射を施行した場合、 

以下のような点数計算ができます。 

  

対向２門照射で １回２Gyで、３３回 総線量６６Gy照射した場合  

放射線治療管理料は 2,700点、 

体外照射の治療料は １回840点、33回照射しているので計27,720点となります。 

 

固定具を使用した場合は1,000点算定されます。 

これにそれぞれの施設基準を満たした施設で、全て外来で照射していれば、 

専任加算330点、医療機器安全管理加算 1,100点、外来加算 100点×33回で 

計3,300点が加算されます。 
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食道癌放射線治療で 対向２門照射 1回2Gyで30回計60Gy照射した際 

途中20回40Gyの時点で、脊髄をはずし照射野を縮小するとします。 

照射野縮小時に新たな線量分布図を作成するので、 

放射線治療管理料は 2,700点×２回で、5,400点算定できます。 

体外照射治療料は 840点×30回で計25,200点となります。 

 

これにそれぞれの施設基準を満たした施設で全てを外来照射とすれば、 

先ほどと同様に専任加算 330点、 

医療機器安全管理加算 1,100点、 

外来加算100点×30回 で 

計3,000点が加算されます。 
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密封小線源治療は大きく４つに分けられます。 
 
外部照射とはコバルト60、セシウム137等のガンマ線 
又はストロンチウム90等のベータ線による4cm以下の近距離照射 
又は直接貼付する療法を指します。 
 
新型コバルト小線源治療装置とは高線量率イリジウム照射で用いられる線源と概ね同じ大きさの
径の線源を用いるものをいいます。 
「ロ その他」 とは子宮腔、膣腔 口腔 直腸等の腔内にセシウム管等を挿入し照射する場合や
、眼窩内等にストロンチウム容器を挿入して照射する場合です。 
いずれもアプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定するが、挿入及び抜去に係る手技
料は当該所定点数に含まれ、別に算定できません。 
 
組織内照射は「イ 前立腺癌への永久挿入療法」  
「ロ 高線量率イリジウム照射又は新型コバルト小線源治療装置での照射 
「ハ その他」に3分類されます。 
いずれも外套針の刺入から抜去、あるいは線源の刺入から抜去までの 
全期間を一連として算定し、刺入 抜去に係る手技料は当該所定点数に含まれ、 
別に算定できません。 
 
放射性粒子照射とは、組織内に放射線金粒子等放射線粒子を刺入するもので、 
使用本数等とは無関係に一連として算定します。  
なお刺入に係る手技料は、当該所定点数に含まれ、別に算定できません。 



画像誘導密封小線源治療加算は、 

治療用のアプリケーターを挿入した状態で撮影したCT又はMRIの画像所見を用いて治療計画を
行い、腫瘍と周囲臓器への最適な照射線量を計算して、子宮頸癌に対して照射した場合に限り、
子宮頸癌に対して照射した場合に限り、一連につき1回に限り算定。（「一連」とは、「アプリケータ
挿入から抜去まで」なので、腔内照射ごとに算定可能です。） 

日本放射線腫瘍学会が作成した最新の「密封小線源治療の診療・物理QAガイドライン」を遵守し
て実施した場合に限り算定できます。 
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腔内照射では高線量率イリジウム照射を行った場合には10,000点です、 

その他の場合には5,000点が、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定できます。 

これに腔内照射では高線量率イリジウム照射を行った場合には10,000点、 

その他の場合には5,000点が、アプリケーターの挿入から抜去までを一連として算定できます。 

これに加えて放射線治療管理料3,100点が加算されます。 

 

さらに高線量率イリジウム照射の場合は、使用した線源の費用として購入価格を50円で除した点
数が、低線量率イリジウム照射の場合は購入価格を10円で除した点数が患者1人につき1回に限
り加算されます。 

 

特殊なアプリケーターを使用した場合は食道用アプリケーターでは6,700点、気管支用アプリケー
ターでは4,500点が加算されます。 

 

コバルトについては、購入価格を1,000円で除した点数が患者1人につき1回に限り加算されます。 

放射線治療管理料3,100点が加算されます。 

 

さらに高線量率イリジウム照射の場合は使用した線源の費用として購入価格を50円で除した点
数が、低線量率イリジウム照射の場合は購入価格を10円で除した点数が患者1人につき1回に限
り加算されます。 

特殊なアプリケーターを使用した場合ですが、食道用アプリケーターでは6,700点、気管支用アプ
リケーターでは4,500点が加算されます。 

 



コバルトについては、購入価格を1,000円で除した点数が患者1人につき1回に限り
加算されます。 
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組織内照射では、 

前立腺癌の永久挿入療法を行った場合は48.600点、 

高線量率イリジウム照射または新型コバルト装置による照射を行った場合は2,3000点、そのほ
かの場合は19.000点を、 

刺入から抜去までの一連として算定します。 

これに加えて放射線治療管理料4.000点が加算されます。 

使用した線源の費用として、 

前立腺癌永久挿入療法では、１個につき630点を加算します。  

高線量率イリジウムでは購入価格を50円で除した点数、低線量率イリジウムでは10円で除した
点数が患者1人につき1回に限り加算されます。 

コバルトについては、購入価格を1,000円で除した点数が患者1人につき1回に限り加算されます
。 

放射性粒子照射では使用本数などとは無関係に8.000点が算定されます。 

刺入にかかる手技料はこの中に含まれます。 

放射線治療管理料は算定できません。 

使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除した点数が加算されます。 



体外照射と密封小線源治療を併用する場合の算定の具体例として子宮頸癌の根治治療をあげ
ます。 

骨盤への体外照射を高エネルギーＸ線照射の対向２門で１回2Gy ２５回 計５０Gy行った場合， 

体外照射の放射線治療管理料は2,700点となります。 

照射料は1回840点 25回の照射で 計21,000点となります。 

高線量率イリジウムによる腔内照射を４回併用したとします。 

腔内照射の放射線治療管理料3,100点が算定されます。 

高線量率イリジウム腔内照射料１回12,000点で4回照射で48,000点が算定されます。 

また使用したイリジウム線源の費用として、購入代金を50円で除した点数が加算されます。 

これに施設基準をみたした施設では専任加算 330点  

体外照射を全て外来でおこなったとすれば、外来加算100点×体外照射の回数分25回で 

計2,500点が加算されます。 

さらに医療機器安全管理加算 1,100点が加算されます。 
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2020年診療報酬改定において、 

重粒子治療線では、「頭頸部悪性腫瘍（口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。）又は限局性及び局
所進行性前立腺癌（転移を有するものを除く。）」が 

陽子線治療では、「頭頸部悪性腫瘍（口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。）又は限局性及び局所
進行性前立腺癌（転移を有するものを除く。）」が 

適応追加となりました。 

 

 

 



26 

粒子線治療医学管理加算は、「粒子線治療にかかる照射に際して、画像診断に基づきあらかじ
め作成した線量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再
現性により照射室内で仮想的に確認・記録するなどの医学的管理を行った場合に限り算定する。
」 

となっています。 
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粒子線治療医学管理加算は、粒子線治療にかかる照射に際して、画像診断に基づきあらかじめ
作成した線量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再現
性により照射室内で仮想的に確認・記録するなどの医学的管理を行った場合に限り算定する。 

となっています。 

放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する
者（診療放射線技師その他の技術者等）１名以上の配置されているまた、専従の常勤看護師が1
名以上配置されているとされました。 
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全身照射は1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できます。 

 

電磁波温熱療法の深在性悪性腫瘍に対するものは、 

頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍で 大半が概ね皮下6cm以上の深部に存在するものに対して
、100メガヘルツ以下の低周波数のものである 高出力の機器を用いて電磁波温熱療法を行う場
合にのみ算定できます。 

 

四肢、頚部の悪性腫瘍に対して行う場合、又はアプリケーターを用いて腔内加温を行う場合は、
浅在性悪性腫瘍に対するもので算定します。 
電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合であっても算定できます。 

一連とは、治療の対象疾患に対する目的を達成するまでの期間を指します。 

数ヶ月間の一連の治療過程に複数回行った場合であっても、所定点数の算定は1回のみです。 



放射性同位元素内用療法管理料は、 

非密封放射線源の内用療法をうけている患者の継続的な管理を評価するもので、患者に対し放
射性同位元素内用療法の内容について、説明・指導した場合に限り算定できます。 

放射性同位元素内用後４ヶ月間は内用の有無にかかわらず月１回に限り算定できます。 
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放射線治療病室管理加算は、 

悪性腫瘍の患者に対して、当該管理を行った場合に算定できます。 

放射線治療病室管理とは、 

密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を 

入院させる病室における、放射線に係る必要な管理を指しています。 

 



新生児、3歳未満の乳幼児、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射
線治療を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ、
100分の 80、100分の 50、100分の 30 又は100分の 20 に相当する点数を加算します。 

 



2020年診療報酬改定において新設項目の放射線治療用合成吸収性材料留置術は、K 手術項
目です。 

 

放射線治療の特定保健材料としてスペーサ（放射線治療用合成吸収性材料）が認められました。 

放射線治療用合成吸収性材料留置術は手術項目となります。 



2020年診療報酬改定において新設項目の経会陰放射線治療用材料局所注入は、J 処置項目
です。 

 

放射線治療の特定保健材料としてスペーサ（放射線治療用合成吸収性材料）が認められました。 

経会陰的放射線治療用材料局所注入ではハイドロゲル型のスペーサを使用しますが、算定は放
射線治療用特定保険医療材料として算定することになりました。 

 

2020年改定時には、DPC/PDPSには当該処置が反映されていません。 

DPC/PDPS入院中の患者に、当該処置を行うと材料料が算定できないため、 

出来高算定の放射線治療区分で算定します。 

 

ご注意ください。 



外来放射線照射診療料が新設されました。 

算定基準はここに示す通りです。 
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精度管理等をもっぱら担当する者が認められた兼任業務の一覧です。 

外放射線照射線診療料、医療機器安全管理2の項目には兼任できません 

 



第2節 特定保険医療材料料の項目が材料価格を10円で除して得た点数を算定できます。 

ただし、使用した特定保険医療材料価格は、別に厚生労働大臣によって定められます。 
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